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大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課

宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号。以下「法」という。）第３条第１項の規定により知事が法第２条第２号に定める宅地建物取引業（以下単に「宅地建物取引業」という。）の免許（法第３条第３項の免許の更新を含む。）を行う際の審査基準は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

（事務所）
第１　法第３条第１項に規定する事務所は、宅地建物取引業法施行令（昭和39年政令第383号）第１条の２各号に定めるものであり、かつ、社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えなければならない。
（注１）テント張りの施設やホテルの室を事務所として使用する場合又は１の室を他の者と共同して使用する場合は、この基準に適合したものとは認められない。
ただし、次に掲げる場合は、この基準に適合しているものとして取り扱う。
　１　人の居住の用に供する建物又は建物の人の居住の用に供する部分の全部又は一部を事務所として使用し、かつ、次に掲げる要件を満たす場合
　　　　ア　入口部分から事務所に他の室を経由せずに通行できること。
　　　　イ　居住の用に供する部分と事務所が壁等で明確に区切られていること。
　　　　ウ　事務所としての形態を備え、かつ、事務所としてのみ使用していること。
２　事務所として使用する建物又は建物の部分の全部又は一部を他の者と共同で使用し、かつ、次に掲げる要件を満たす場合
ア　入口部分から事務所に他の者の使用する部分を経由せずに通行できること。
イ　他の者の使用する部分と固定式パーテーション（床面からの高さが170㎝以上で、かつ、隣の室が見渡せないものに限る。）等で明確に区切られていること。
ウ　事務所としての形態を備え、かつ、事務所としてのみ使用していること。
（注２）なお、法第２条第３号に定める宅地建物取引業者（以下単に「宅地建物取引業者」という。）が法人の場合、商業登記簿に本店として登記されたものが「主たる事務所」となり、支店のみで免許を申請することは認められない。

（専任の宅地建物取引士）
第２　法第31条の３第１項に規定する専任の宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所に常勤（宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。ＩＴの活用等により適切な業務ができる体制を確保した上で、宅地建物取引業者の事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合を含む。）をして、専ら宅地建物取引業に従事する者でなければならない。ただし、当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないものとする。また、同様に、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に、ＩＴの活用等により、同一の宅地建物取引業者の他の事務所に係る宅地建物取引業の業務に従事することは差し支えないが、この場合において、当該他の事務所における専任の宅地建物取引士を兼ねることができるわけではないことに留意すること。
（注）次に掲げる者は、原則として、この基準に適合したものとは認められない。
１　住所が勤務を要する事務所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能な者
２　他の事務所で専任の取引主任者として従事している者
３　他の法人の常勤の役員を兼務している者
４　宅地建物取引業以外の業種に係る業務に専ら従事している者

